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序 文 

日本国政府はインドネシア国政府の要請に基づき、投資促進に関わる政策・制度を改善す

るために必要な開発調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構（JICA）がこの

事業を実施することとなりました。 

JICAは 2005年 7月 24日から 8月 2日まで予備調査団を派遣し、要請の背景を調査、協

力の枠組につきインドネシア政府関係者と協議いたしました。その結果および効果的な調

査に必要な情報をとりまとめたのが本報告書です。 

予備調査にご協力、ご支援いただいた関係の皆様に心から感謝いたします。 

 

2005年 8月 

 

独立行政法人国際協力機構 

経済開発部長 佐々木 弘世 
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1. 調査の目的 

インドネシア向け直接投資はアジア危機以降大きく落ち込み、未だ回復の兆しが見えない。

主な理由の一つとして投資環境上の問題が主に指摘されている。この改善のためには域内

他国の当該分野における制度と比較しながらより優位性の高い環境を整備していくことが

不可欠である。 

我が国は投資促進専門家の派遣、現地 CG投資ワーキンググループを主導する等、積極的

に支援してきた経緯があり、特に昨年 11月には小泉総理-ユドヨノ大統領首脳会談において

「日・イ官民合同投資フォーラム」の設置が合意された。 

かねてより同国の投資環境改善に係る当局自身の問題意識を高める必要が指摘されてお

り、周辺競合国の投資促進政策・制度の現状の比較を踏まえて、インドネシア国の投資促

進政策を提言するため、以下を内容とする開発調査実施につき要請があった。 

① 近隣諸国、特に直接投資誘致面で競合していると考えられる諸国（ベトナム、フィリ

ピン等）に関して各々の税制優遇措置を含む各種インセンティブ及び労働政策等投資

関連政策、制度の現状及び税制、通関、各種許認可手続き等の実際の運用状況そして

今後の政策方向を調査すること。 

② 各国の投資関連政策、制度とその実際の運用、企業側の評価等を調査し、インドネシ

アの政策との比較対比を行い、それを踏まえた提言をまとめ、さらにワークショップ

等の形で広く普及すること。 

本予備調査団の目的は、その要請背景を調査し、協力の枠組みにつき合意形成を図ること

である。 

 

2. 団員構成 

(1) 総括 JICA経済開発部調査役 杉原敏雄 

(2) 投資促進政策 経済産業省通商政策局アジア大洋州課アセアン二係長 横山博之 

(3) 投資促進 ㈱日本開発サービス調査部主席研究員 中川勉 

(4) 協力企画 JICA経済開発部貿易･投資･観光チーム職員 藤江顕 

 

経済産業省貿易経済協力局技術協力課 和田恭課長補佐が自省予算にて参団。 

現地では、JICA インドネシア事務所 本間企画調査員および BKPM に投資促進政策専門

家として派遣されている梅田専門家が同行。 
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3. 日程 

月 日 行 程 

7月 24日 日 移動（ジャカルタ着） 

25日 月 
JICA事務所にて打合せ 

BKPMとの協議、BKPM長官表敬 

26日 火 
日本側関係機関からの聞き取り（日本大使館、ジャカルタ・ジャ

パン・クラブ（JJC）、JETROジャカルタ事務所） 

27日 水 
BKPMとの協議 

調査団打合せ 

28日 木 ミニッツ作成、BKPMとの確認 

29日 金 

ミニッツ署名 

JICA事務所報告 

移動（ジャカルタ発） 

 

但し、中川団員は 7月 30日～8月 2日補足調査 

 

4. 主な面会相手 

BKPM ······················································ Muhammad Lutfi, Chairman（長官） 

Yus’an, Deputy Chairman for Investment Climate 

Development 

Darmawan Djajusman, Director for Investment 

Deregulation 

日本大使館 ··············································岸本参事官 

ジャカルタ・ジャパン・クラブ(JJC)···藤井運営委員長他 

JETROジャカルタ事務所······················今清水所長他 

 

5. 調査結果 

(1) 調査方針に基づく本開発調査の妥当性、有効性の確認 

以下の点により本要請案件を実施することは妥当かつ有効であると思料する。 

1) インドネシア政府は中期国家開発計画（レペナス）において投資環境の改善を重視

し、我が国「対インドネシア国別援助計画」においても投資環境の改善を含む「民

間主導の持続的な成長実現のための支援」が三本柱の一つであることから、本調査

は日イ双方の政策目標に合致していること。 

2) 実施体制では、投資調整庁（BKPM）はインドネシア政府の外国投資の窓口であり、

日本・インドネシア官民合同投資フォーラムが本年 6月にとりまとめた「日本・イ
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ンドネシア戦略的投資行動計画（SIAP）」においても投資環境改善における投資調

整庁の役割が指摘されていることから、BKPMをカウンターパートとして本調査を

実施することが適当。 

3) BKPMの政策実施責任者を中心メンバーとした近隣諸国比較調査の実施は、「イ」

国より進んだ投資政策を既に実施している国を C/P自ら見聞し、実感でき、本調査

の最終的な目的である「イ」国に対する政策提言実現のために的確な手段を講じる

動機づけになる。 

 

(2) BKPMとの協議結果 

1) 要請内容の中心を占めていた近隣諸国比較調査の意義を認めた上で、それを政策提

言、提言の実現に生かす必要について認識を共有した。 

2) 案件名称についてはBKPMから当初の案である「投資促進政策（Investment Promotion 

Policy）」では最終的な提言の範囲が限定されるとの理由で、「投資政策改善」調査

（Improvement of Investment Policy）とした。 

3) 近隣諸国比較調査の対象国として、タイ、ベトナム、フィリピンおよび中国が BKPM

から提案され、「イ」国の近隣国であり、ここ数年投資受入が急伸している国であ

る等の理由が提示され、調査団側はこれを適当と認めた。また、実施時期としては、

準備期間等を勘案し、第 1回（先方要望：タイ、ベトナム）を平成 18年 2月、第 2

回（同：フィリピン、中国）を 5月頃の 2回に分けて実施することで合意した。現

地調査は BKPMスタッフ 4名と我が方コンサルタントとし、BKPM側の参加者は可

能な限り同じ人物とすることを申し合わせた。また、C/P の出張期間は一ヶ国につ

き 4日間程度とすることとした。 

4) 近隣諸国調査を実施するに際し、BKPM側の旅費負担の要請があったが、調査団と

しては当該現地調査において BKPM が主たるメンバーとして参加することは重要

であることおよび BKPM の財政状況を考慮すると先方が負担し得ないという事情

は理解できることから、我が方負担とする方向で検討することとした。 

5) 近隣諸国比較調査における BKPM 派遣専門家の同行が有効であるとの認識で一致

した。 

6) 本調査において政策提言を実現するためにアドバイザリーコミッティーを設置する

ことの重要性につき双方が確認した。構成メンバーについては両者により早急に検

討することとした。 

 

(3) 日本側関係機関からの聞き取り 

JETRO および日本から進出している民間企業の声をとりまとめてきた実績を有する JJC

からの聞き取りを行った結果、包括的な近隣諸国との比較調査は過去に行われておらずか

つ有用であることから、ぜひ実施して欲しいとの要望があった。 
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なお、後日中川団員が面談した世銀担当者からも本調査に対する期待が表明された。 

 

以上を踏まえ、協力の枠組みに関する調査団および BKPM 双方の認識がほぼ一致したと

判断されたことから、議事録をとりまとめ署名交換した。 

 

(4) 本格調査実施にあたっての所見 

1) 投資環境整備の観点からは、複数の省庁に関連する事項を含んだ包括的な政策提言

が「イ」政府に発出されることが肝要。本調査は BKPMを中心として実施されるが、

経済担当調整大臣府（EKUIN）、商業省等の「イ」政府関係省庁との連携を図るこ

とが重要であり、その体制を早急に構築する必要がある。 

2) 最終的なインドネシア政府に対する提言・報告については、JJC 等の関係者から充

分要望・要請等を聴取し、それらに応えたものとするよう努力すべきである。 

3) SIAPで言及されている「投資ルールブック」は、関係諸機関等からの要望も高いこ

とから、本調査における基礎調査・パイロットプロジェクトの成果を積極的に活用

して作成されることを期待。 

 

6. 本格調査実施における留意点 

（横山団員執筆） 

(1) 予備調査 

今回の予備調査の最大の目的はカウンターパートである BKPM（投資調整庁）との間で、

今回事業（調査）の協力の枠組みを決定することであり、具体的には、文書（Minutes of 

Meeting）にてそれを確認することが必要であった。 

JICA現地事務所等関係者及び同機関に派遣された日本人専門家による BKPMサイドへの

事前説明等の周到な準備の結果、協議自体に大きな論点はなく予定通りM/Mの調印に至っ

たことで成功であったと言える。 

 

(2) 協議中のポイント 

BKPMサイドとの正式協議の他、今回派遣された予備調査団内（現地 JICA事務所及び専

門家を含む）でも度々、S/W 内容はもとより、本事業（調査）の目的に立ち返った議論が

なされた。小職は経済産業省からの団員として、本事業（調査）を対インドネシア投資促

進、環境整備の一環として位置付けて適宜コメントした。この観点からの小職のコメント

は以下のとおり。 

 

1) BKPM 

BKPM日本人専門家と現地 JICA事務所との間の連携に問題なく、さらに調査団の派遣

により現地サイドの本事業の目的に対する理解はさらに深まったものと言える。このこと
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により、BKPM 内での本事業に対する認識の齟齬を心配する必要はないと思われるが、

BKPM自体がインドネシア政府内で力を持った官庁とは言えないため、諸省庁にわたる事

項あるいは、他省庁の投資政策までを範囲としなければならない局面においての同機関の

調整能力に一抹の不安が残る。 

 

2) 官民合同投資フォーラム及び JJCとの関係 

本事業が「官民フォーラム」の SIAPの中での明確な位置付けが喧伝されていない。JJC

への訪問時に本事業につき説明した際には投資環境整備の観点から大きな期待が寄せら

れており、また、多くの予算、人員を投入した事業であることから、機会を捉えて JJC傘

下の日本企業等に対して説明することが望ましい。また、「官民フォーラム」では本分野

（投資促進）は JETRO が中心となって取り組んでいることから、効果的かつ効率的な本

事業の実施にあたっては現地での両機関の協力体制作りを進めるべきであろう。 

 

3) 事業内容 

今後 1年をかけて、本調査の目的に則して「近隣諸国調査」や「投資ルールブックの作

成」等が実施される予定であり、特に前者についてはカウンターパートの強い要望もあり

BKPMが同行することになっている。本調査予算でカウンターパートが同行することに異

論もあろうが、BKPM自身が実際に、投資環境整備に注力している国及び大きな投資イン

センティブを与えて外資導入に成功した国に赴き見聞することは有意義であると言えよ

う。ただし、この「調査」に当たっては、形式的な「表敬」や「視察」は最低限にとどめ、

日本企業を中心とした成功事例の聴取及びその裏付けとなった法制度、インセンティブの

確認や投資にかかるワンストップセンターの採用によって外資が増加したケースあるい

は、投資法令整備による評価の聴取など、今後、同国及び日本企業にとって具体的な改善

を念頭に置いた日程を組むことが肝要である。 

 

(3) 本格調査へのコメント 

予備調査段階で認識したこと、あるいは検討すべき必要な事項は上述のとおりであるが、

最終的な目的はインドネシアの投資環境整備である。本事業の成否は、最も重要なことで

あり、また同時に難しいことではあるが、本事業の成果である「インドネシア政府への提

言」が死蔵されることなくプレイアップされ、政府部内で受け入れられる環境を構築でき

るかにかかっている。少なくとも、そのためには、日本企業を中心とした外資系企業から、

投資環境にかかる問題点や改善点の示唆を受け、「提言が重要であり、受け入れること（あ

るいは受け入れないこと）によりどのようなメリット（デメリット）があるか」といった

事実関係を正確に把握し分析することが重要である。 
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7. 団長所感 

(1) S/W（案）協議の主要点 

予備調査団は、日本側で準備した S/W ドラフトに基づき協議を行った。BKPM 側からコ

メントがあった主要な点について協議の状況は以下のとおり。 

 

1) 本開発調査のタイトルについて、当初案では「The Study on Investment Promotion 

Policy」としていたが、Promotionという語句を挿入すると狭い意味になってしまう

ので削除してほしいとの要望がなされ、協議の結果「The Study on the Improvement of 

Investment Policy」に変更した。海外比較調査の調査項目の一つとして記載していた

「Promotion activities」の記載を含め、Promotionという単語の使用に関し強い反対が

あり、Promotionの語を全部削除し同様な趣旨を意味する別の表現とすることで合意

した。 

なおこれは、主たる協議相手であった YUS’AN氏（Deputy Chairman for Investment 

Climate Development）としては、BKPM 内部組織の業務分掌の関係で Promotion と

いう語の使用を避けたいとの意図があるためと思われた。 

 

2) 近隣諸国比較調査の実施時期について当初案では 2006年 5月としていたが、BKPM

側から近々国会に上程される新投資法の制定予定との関係で、出来る限り早く各国

比較調査を実施したいとの要望があった。新投資法が制定された場合に、その実施

細則等の作成に際し比較調査の成果を活用したいとのことであった。協議の結果、

特に 2005 年度に実施する比較調査については人数や期間等を変更しないとの条件

の下、2005年 2月にタイとベトナム、5月にフィリピンと中国を対象とすること、

BKPMからはいずれの調査も 4名が参加することとなった。なお、他省庁からの参

加について、当方からは「参加させた方が良いのではないか」との意見を述べ BKPM

の意見を求めたところ、EKUIN や商業省には適切な候補者がいないとの BKPM の

意見により、インドネシア政府側からの参加者は BKPM の 4 名のみとすることと

なった。 

また、BKPMから参加する 4名の旅費について、「BKPMの予算は極めて厳しい状

況にあり支出が困難なため JICA 側での負担をお願いしたい」との要望が述べられ

た。 

 

3) パイロットプロジェクトの実施に関し、具体的なイメージがなかったためか当初パ

イロットプロジェクトの実施について S/Wに記載することに反対意見が示された。

当方から、例えば、来年度案件として現在日本側への要望を検討中の 9件の項目中

のいくつかはパイロットプロジェクトの候補となりうるのではないかと説明したと

ころ、BKPM側はパイロットプロジェクトの実施について合意した。 
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4) 本開発調査の最終成果品である Policy Recommendation の実行に当たっては他省庁

の合意が得られないと実施できない項目が多いと考えられる。この観点から、他省

庁の関係者から構成されるアドバイザリーコミティーを設置し調査の節目でこれを

開催し意見交換することを S/W 案において提案した。これについては BKPM 側も

その必要性に合意し、アドバイザリーコミティーのメンバーリストを提出すること

を約束したが、結果的にはどの組織から参加を依頼する予定であるかについて口頭

で説明がなされるに留まった。このメンバー構成についてはもう少し時間をかけて

慎重に検討する必要があると判断されたため、S/Wの署名時期までに BKPM派遣専

門家や JICAインドネシア事務所とも相談し、決定するように依頼した。 

 

(2) 所感（本格調査実施上の留意点を含む） 

1) 本調査は、BKPMへのアドバイザーとして派遣されている BKPM派遣専門家の業務

との関係が極めて深く、調査の実施に当たっては同専門家との十分な協議、連携が

不可欠である。 

 

2) 本調査の主要な成果品となる Policy Recommendation のうち他省庁との協議マター

となる項目の実現化を図る観点から、各国比較調査の成果が他省庁に対する重要な

説得材料となると考えられる。従って、調査項目等について事前の十分な検討が必

要である。 

また同様な観点から、調査の節目で実施することとなっているアドバイザリーコミ

ティーの位置づけ、協議の方法、更に BKPM Lutfi 長官の政治力を期待するタイミ

ング等についても BKPM派遣専門家や JICAインドネシア事務所と前もって十分検

討しておく必要があると思われる。 

 

3) 本調査団が在ジャカルタの JETRO を訪問した際、上述の各国比較調査に関し、

「JETRO も以前、国別投資環境調査を実施した経験があるが、調査者が国毎に異

なったため統一的な視点で各国の比較を行うことができなかった。」との説明があっ

た。同調査の実施に当たり留意すべき点であると思われた。 

 

4) BKPMは現状では手続き機関となっている（JETRO談）とのことであるが、投資促

進の観点から本来どのような機能を持つ組織であるべきかについての調査は、各国

比較調査においても重要な調査項目になると思われる。 

 

5) パイロットプロジェクトの実施項目の一つとして、日本側としては SIAP（日本イン

ドネシア戦略的投資行動計画）において計画されている Investment Rule Bookの作成
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を実施項目の一つとする予定であるが、BKPM 派遣専門家の説明によれば同 Rule 

Bookの作成には相当な期間（2年程度）が必要であり、本調査において全てを作成

することは困難とのことである。従って、本調査においてはどの部分をどのような

スケジュールで作成するかについて、事前に梅田専門家等と十分検討しておく必要

があろう。 

 

6) 本調査団は、ジャカルタ ジャパン クラブや JETROを訪問し意見交換を行ったが、

両機関から本調査に対する強い期待が表明された。両機関は、本調査の目的として

いる事項に関し既に様々な経験を有しており、本調査の成果を有効なものとするた

めには、これらの機関の有する経験・知見を最大限活用することが必須と思われた。 
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日本側関係機関との面談記録 
 
訪問先 JICA事務所 
日 時 7月 25日（月） 午前 8時 15分～12時 
先方出席者 花里次長、本間企画調査員（担当）、BKPM派遣梅田専門家 
先方発言要旨  本件実施にあたって現地のイニシアティブが尊重されることを期待。 

 同じような内容の調査の要望が BAPENASからもあったが断った。 
 経済担当調整大臣府、商業省との関係に留意。 
 梅田専門家から新投資法の動き、BKPM組織概要についてブリーフィ
ング。 

 対処方針案について再確認を行った。 
 

 
 
訪問先 ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC） 
日 時 7月 26日（火） 午前 9時 20分～10時 50分 
先方出席者 八木副理事長、藤井運営委員長、天谷事務局長 
先方発言要旨  JJCでは投資環境改善等につき「イ」政府に提言を行ってきた実績が

あるが、充分には耳を傾けてもらえていなかった。官民合同投資フォー

ラム設立により、日本側の官民とインドネシア側の官民が一緒に話す

場が設定されたことを歓迎。先方のやる気は感じられる。 
 近隣国との比較調査は重要であり、特に「イ」側の関係者が現場を見

ることは具体的なインパクトが期待できる。 
 日系企業の間では税務、労働、優遇措置への関心が高いところが多い。 
 本格調査団が JJCの意見を吸収するのはありがたい。各ワーキンググ
ループの担当者が対応できる。 

 
 
 
訪問先 日本大使館 
日 時 7月 26日（火） 午前 11時 30分～12時 20分 
先方出席者 岸本参事官 
先方発言要旨  BKPMが「サービス提供型」の組織へ移行していくにあたって、他国

がどうやっているのかを知ることは大いに参考になる。 
 開発調査の成果としては、報告書ができればよしとするのではなく、

各投資家へのレスポンスが改善されるためのプラクティカルなシステ
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ムが作られることが重要。 
 改善が BKPM 自身の取り組みとして行われるよう配慮する必要があ

る。 
 ルトフィ BKPM長官は合同投資フォーラムにおいて「3ヶ月で成果を
見せる」と発言しており、長官自身も組織を変えたいと考えているよ

うに思われる。早めに改善提案を出していくことが効果的である。 
 アドバイザリーコミッティーの活用は重要で、その人選に留意する必

要がある。学者を入れるとか、長官にも推薦してもらうといった方法

が考えられる。 
 

 
 
訪問先 JETROジャカルタ事務所 
日 時 7月 26日（火）午後 2時～3時 
先方出席者 今清水所長、寺西次長、桑山次長、本庄所員 
先方発言要旨  JETRO は官民合同投資フォーラムの産業競争力ワーキンググループ

のとりまとめを行っている。 
 インドネシアの投資環境の課題は、制度というより、その執行にある。 
 BKPMの新機能を引き出していくことが必要だと思われるが、政府に
おける地位がネックになっている部分はある。現在は後見大臣を持た

なければならない。 
 JETRO でも国別投資ガイドブックを作成したが、各国の執筆者が異
なるので、比較には使いにくい。4 ヶ国を訪問するということである
が、同じ人物が訪問するということが有効である。 
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PROPENAS 2000-2004年 
比較調査との関連 
2005年 8月 3日 
 
  
1. プロペナス 

 

2000年国家開発プログラム法第 25条号で規定される、5ヵ年国家開発プログラム 2000-2004

年（PROPENAS）には次の 5つの優先事項が含まれている。 

 

1. インドネシア国民の統一維持と調和した民主的政治制度の構築 

2. 法治至上主義とグッドガバナンスの実施 

3. インドネシア全体を通じた持続可能な開発強化と開発拡大を伴う経済回復の促進 

4. 社会福祉の向上、人間の質と倫理の向上、国の文化と遺産の保全 

5. 地方および地域開発の促進 

 

PROPENAS は国家の取り組み課題を網羅的に記述しているが、底辺には国民福祉と国民経

済の発展をベースにした国家の発展の思想が流れている。貧富の差を縮小し、地域間の経

済、福祉格差を是正し、国民経済全体の発展を強く意識した内容となっている。この為、

民衆レベルでの経済、農業資源、水産資源の活用による国民福祉の促進などが繰り返し述

べられている。全体の記述ボリュームからすると、海外投資促進や産業構造の高度化など

は限定的である。インフラストラクチャーについても、地域間経済の促進などの視点が協

調されていて全体的には外向きというより国内向きである。資源の乏しい我が日本経済が

常に、貿易、海外投資を重点項目としてきたのとは視点が異なる。インドネシアが資源、

人口大国であり、産業レベルも低い段階にあり、国家の目標が先進国とは異なることに留

意しておく必要がある。今次調査のクライアントである BKPM は海外投資を職掌とする政

府部門であるが、国家計画全体の構図の中での位置づけは、海外投資促進を常に意識して

いる我々の比重の置き方とは異なる。 

 

2. PROPENASの構成 

 

PROPENASは以下 11章からなるが、今回比較調査に直接関連する部分は第 4章経済発展の

部分である。 

 

第1章 はじめに 

第2章 優先国家開発事項 

第3章 法の開発 

第4章 経済開発 

第5章 政治開発 

第6章 宗教開発 

第7章 社会・文化開発 
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PROPENAS 2000-2004年 
比較調査との関連 
2005年 8月 3日 
 
  
第8章 地域開発 

第9章 天然資源・環境開発 

第10章 安全保障開発 

第11章 おわりに 

 

第 4章経済開発では冒頭に、地域間、都市と田舎、東と西、グループ間などの格差があり、

世界のグローバリゼーションの流れと、インドネシアの地方分権化を合わせた経済発展を

行うことは大なる挑戦と記述されている。資源国家の特徴を生かして、このようなギャッ

プを縮小しながら、世界経済の流れにも乗りたいという意識が観察される。 

 

インドネシアの比較優位を生かして且つ国民経済発展につなげる意味で、水産業と農業が

指摘され、次いで林業、鉱業、観光業、小企業、民芸品関連家内工業が記述されている。

今回、予備調査の議論で BKPM がアドバイザリーコミティー・メンバーとして水産、農業

省を最初に推薦したのもこのような国家開発計画の趣旨を意識したものと推測する。 

 

3．「第 4章経済発展」と比較調査 

 

今回の比較調査に直接関連する部分は以下の通りである。 

 

5.1項 内外投資の増強（概要） 

投資手続きの簡素化、投資許可に関わる権限の分散（Decentralization）、ネガティブリスト

の見直し等を含む内外投資増強策を行って来たが不十分で弱点がある。インセンティブが

統一されておらず内容が不透明。投資許可の付与が複雑でコスト高である。特に中小企業

にとっては高コストになっている。 

 

5.1.1項 内外投資促進プログラム（概要） 

このプログラムは投資促進を狙ったもので、効率的で効果的な投資サービスと安定したビ

ジネス環境を提供することを目的とする。主な活動項目は次の通りである。 

 

① 関連法規・規定の整備。特にインセンティブ付与、投資許可権限の分散、投資法の

改善。 

② ネガティブリストの見直し。 

③ 中央政府、地方政府機関の強化と専門性の改善。投資家への効果的サービス提供と

モニタリング。投資阻害要因の排除と投資家の苦情理解力改善。 

④ 国内外の投資促進（Investment Promotion）活動の強化。 

⑤ 戦略的パートナーシップの強化。 
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PROPENAS 2000-2004年 
比較調査との関連 
2005年 8月 3日 
 
  
⑥ 相互交渉や協力の改善。 

 

以上に加えて、外国投資家の意欲を改善する為に、賄賂、共謀、縁故主義を撲滅する。 

 

 

以上 

中川 勉 

日本開発サービス 
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